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建築物の形態意匠の制限
一般基準

項目別基準

位置・規模

屋根・壁面

色彩

壁面設備・
屋上設備

建築物に付属
する施設

通り外観

外壁

屋根

色彩
外壁

屋根

１　緑ゆたかな美しい芦屋の景観を目指し，建築物の外観や形態意匠は，芦屋らしい景観の基本となっている自然環境
や歴史的資産との一体性や地域ごとの景観特性を考慮し，周辺の街並みや界隈とのかかわり状況，敷地内の位置，建
築物の規模，意匠，材料及び色彩について，隣接する相互間で調整され，地域全体として調和し，景観の向上に資す
るものとする。

２　緑ゆたかな美しいまちづくりには，樹木草花の存在が欠かすことができない。そのため，潤いのある生活環境の創
造に寄与するように，壁面緑化や屋上緑化を含め，建築物及び駐車場など建築物に附属する施設と緑化デザインが一
体となった緑ゆたかな美しい景観の形成を図るものとする。

１　芦屋の景観を特徴づける山・海などへの眺めを損ねない配置，規模及び形態とすること。
２　現存する景観資源を可能な限り活かした配置，規模及び形態とすること。
３　周辺の景観と調和した建築スケールとし，通りや周辺との連続性を維持し，形成するような配置，規模及び
形態とすること。

１　主要な材料は，周辺の景観との調和に配慮し，見苦しくならないものを用いること。
２　壁面の意匠は，周辺の景観と調和するように，見えがかり上のボリューム感を軽減すること。
３　通りや周辺で共通の要素を有しているところでは，連続性が維持される意匠とすること。
４　側面や背面の意匠についても，周辺の景観と調和したものとすること。

１　芦屋の景観色を念頭に，高明度及び低彩度を基本とし，周辺の景観との調和に配慮したけばけばしくない配
色とすること。特に建物の大部分を占める外壁の基調色の彩度については，地域に多く用いられている色彩と
の調和を図り，明度５以上の明るめの色調とし，かつ，マンセル値で次の数値を満たすこと。

　(１)　Ｒ（赤），ＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は，彩度４以下
　(２)　Ｙ（黄）系の色相を使用する場合は，彩度３以下
　(３)　その他の色相を使用する場合は，彩度２以下
２　上記にかかわらず，アクセントとなるポイントや商業・業務地区の低層部分などでは，色彩の演出に工夫する。
また，高層建築の中高層部分は，特に低彩度とすること。

芦屋の景観色を念頭に，高明度及び低彩度を基本とし，周辺の景観との調和に配慮したけばけばしくない配色
とすること。特に建物の大部分を占める外壁の基調色の彩度については，地域に多く用いられている色彩との調
和を図り，マンセル値で次の数値を満たすこと。
　(１)　Ｒ（赤），ＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は，彩度６以下
　(２)　Ｙ（黄）系の色相を使用する場合は，彩度４以下
　(３)　その他の色相を使用する場合は，彩度２以下

１　基調となる色は，けばけばしくならない配色とすること。
２　明度及び彩度については，外壁色と調和したものとすること。

１　基調となる色は，けばけばしくならない配色に努める。
２　明度及び彩度については，外壁色と調和したものとすること。

塔屋並びに外壁，屋根及び屋上に設置する設備は，周囲から見えないよう工夫し，露出する場合は，建築物と
調和した意匠とすること。

建築物に附属する駐車場，駐輪場，屋外階段，ベランダ，ゴミ置場等は，建築物及び周辺の景観と調和した意
匠とすること。特に駐車場は，自動車が周囲から見えないようにし，緑化等の工夫をすること。

１　前面空地，エントランス周り，駐車場アプローチなどの接道部は，建築物と一体的に配置し，及びしつらえ
るとともに，材料の工夫を行い，落ち着きのある外観意匠とすること。

２　十分な修景植栽を施すことにより，緑ゆたかな外観意匠とすること。
３　建築物に附属する塀，柵等の囲障は，植栽計画と一体となった意匠とすること。
４　建築物に附属する擁壁等は，自然素材の仕様や植栽との組み合わせ等周辺の景観と調和した意匠とすること。
５　建築物が街角に立つ場合には，街角を意識した意匠とすること。
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